
マイナ保険証と医療法改正案

[1]医療ＤＸのためにマイナ保険証をごり押し

[2]形骸化する「同意」と広がる個人情報の不安

[3]国会提出の医療法改正案の内容

2025.4.24マイナ保険証と「医療DX」を考える院内集会 
共通番号いらないネット：原田富弘



2マイナ保険証（オンライン資格確認等システム）から医療ＤＸ推進へ
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厚労省「医療DX令
和ビジョン2030」
推進チーム
第１回資料1
(2022/9/22）

医療ＤＸ
推進の為
マイナ
保険証を
ごり押し

本人同意
ないまま
情報を連結

民間事業者
に情報提供

国民の
｢行動変容｣



自治体の単独医療費助成や健診情報をオンライン資格確認に接続 4

子ども、ひとり親、
障害者などの自治
体単独の医療費助
成は、オンライン
資格確認等システ
ムでは確認でき

↓
表示するためのシ
ステム＝ＰＭＨを、
デジタル庁で開発

先行実施自治体を
公募

2024年10月時点
累計183団体
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社会保障審議会
医療保険部会
第185回資料３
（2024/11/７）

2026年度
から

全国展開



ＰＭＨを介した介護保険情報の共有（介護情報基盤） 6

社会保障審議会    
介護保険部会
第114回資料１

(2024/9/19)

2026年度から

介護情報基盤

の運用開始

(介護保険証
とマイナカー
ドの一体化）



7個人情報の扱いへの不安

東京新聞アンケート 2024/6/23
https://www.tokyo-np.co.jp/article/334907

厚生労働省が、令和６年５・８月に18歳以上の直近
３ヶ月以内に医療機関を受診したマイナンバーカ
ード保有者を対象としたWEBアンケート調査結果
（社会保障審議会医療保険部会2024/8/30資料１）

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001297341.pdf



▼2024/10/8自治体議員の学習会での問い

「患者から見たマイナ保険証問題を個人で調べています。全てを一体化したマイナカードをどこでも使う運用は、
近い将来、犯罪者だけではなく、障害、難病、精神疾患患者の社会からの締め出しに繋がると危惧しています。
・・・「個人情報保護に関する法律についてのガイドライン」を読むと、マイナ保険証は個人情報保護法に違反して
いるのではないか、と思います。
私は弁護士ではないので、どなたか検証していただけないでしょうか。難病患者だからこその気づきを活かして
もらいたいと思います。「保険証を残して」ではなく、「マイナ保険証は法律違反だから即時停止」を求めます。」

▼2025/1/19の国立駅頭宣伝で聞かれたこと

難病で視覚障害の女性より。マイナカードを持っていないのは個人情報への不安で、医療機関になんでも知られ
たくないから。とくに治療に不安・不信があって他の医療機関をこっそり受診しても、それがすべて筒抜けになるの
がいやだ。

▼医療機関で「同意」を拒むのは難しい（昨年11月のいらないネットへの相談から）

かかりつけの医療機関で保険証を提示したが受診を拒まれ、必ず次回の受診までにマイナ保険証を用意するよ
う医師から強い注意を受けた。医師にマイナ保険証を使いたくない理由として、他医療機関の受診状況等、個人
情報を知られたくない、個人情報の流出が心配などを伝えたが、医師から「処方薬の重複を避けるため。過去の
受診状況は遡って検索できない、無駄な心配だ。個人情報の流出は絶対あり得ない」と言い切られた。
このやり取りの後、依頼していた手術のための他のクリニックへの紹介状を「他のクリニックで見てもらえない可
能性がある」と言われ書いてもらえなかった。マイナ保険証がないため機嫌を悪くされようだ。今後も通院したいが
大変困っている。

マイナ保険証反対のなかで聞いた個人情報の扱いへの不安 8



形骸化していく医療情報等閲覧の本人同意 9

初期画面で
「同意しない」
が非表示

同意しない
まで２画面
必要に

社会保障審議会
医療保険部会
第183回資料２

(2024/9/30)



さらに形骸化するマイナ保険証の本人同意 10

社会保障審議会
医療保険部会
第193回資料１

(2025/4/3)

｢同意しない｣
を選ぶまで

３画面
 必要に！

初期画面で
同意しないが
選べる必要



マイナポータルで包括同意設定が可能に 11

社会保障審議会
医療保険部会
第193回資料１

(2025/4/3)

医療機関で
もめない為、
マイナポー
タルの

初期画面で
同意しない

を
選択可能に
すべき



高額療養費の限度額認定情報で収入状況がかかりつけ医に丸見えに 12

表は朝日新聞
2024/12/28より
見送られた案

2024/10/7から
限度額認定
情報提供の
本人同意が
｢不要｣に

↓
細分化され

｢同意｣不要だと
高額療養費を
使わなくても
収入状況が
全医療機関に

伝わる



「マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書」（2023年11月14日)
日本弁護士連合会

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2023/231114_2.html
意見書全文 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/231114_2.pdf 

本意見書の趣旨
１ 政府は、マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行の健康保険証の発行を存続するべきである。
２ 政府は、マイナンバーカードの利活用については、カードを取得しない自由を保障するとともに、カードの取

得を希望する者に対してプライバシーを最大限保障し、さらに、地方自治体等の意向を踏まえて現場に過
度の負担をかけないようにするべきである。

６ マイナ保険証はプライバシー保障との関係で問題がある

(1) 診療・薬剤情報、特定健診情報等との結合が当然の前提とされている。これに同意しない手続が存在しない

(2) オンライン資格確認時に説明なしの同意を求めるシステム

医師から、その情報を提供する必要性等について何も説明を受けないうちに「同意」を求められるということであり、
また、投薬情報等について、過去３年分の全ての投薬情報の提供について、一括して「同意」を求められる

(3) マイナンバーカードの多目的利用とプライバシー保障

マイナポータルで閲覧できる情報をどんどん増加させている。しかし、閲覧できる情報が多くなるということは、マイ
ナンバーカードとパスワードが第三者の手に渡れば、なりすましによりマイナポータルにアクセスされ、・・・極めて
広範なプライバシーに関する情報を不正閲覧されてしまうなど様々な危険に直面させられる可能性が生じる。

日弁連の指摘するマイナ保険証のプライバシー保障の問題点 13
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医療ＤＸ
の推進

2025/2/16
閣議決定

4月3日付託
厚生労働
委員会
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社会保障審議会
医療保険部会
第185回資料２
（2024/11/７）
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社会保障審議会
医療部会

第115回資料１
2025/2/26

医療機関は
3文書6情報
を本人同意
不要で提供

↓
支払基金で
情報管理
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医療・介護
データベース

から
本人同意なく
連結分析
可能な

仮名化情報で
提供を可能に

社会保障審議会
医療部会

第115回資料１
2025/2/26
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社保審
医療部会
第113回資料2
2024/11/28
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社保審
医療部会
第113回
資料2
2024/11/28
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社会保障審議会
医療保険部会
第185回資料２
（2024/11/７）
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マイナ保険証
を運用する
支払基金を
医療ＤＸの
中心機関に

自治体の健
診情報(PMH)

と
オンライン
資格確認等
システムの連
携を全国に

社保審
医療部会
第115回資料１
2025/2/26



社会保険診療報酬支払基金法の規定に基づいて設立された民間法人（1948年9月業務開始）

事業計画や収支予算には厚生労働大臣の認可を必要とする

＜現在の役割＞
保険医療機関（薬局）からの診療に係る医療費の請求が
正しいか審査したうえで、健康保険組合（保険者）などへ
請求し、健康保険組合から支払われた医療費を
保険医療機関へ支払う

＜請求・審査・支払の流れ＞
・医療機関を受診

↓ 診療翌月の10日

・保険医療機関（薬局）からの診療に係る医療費の請求

↓ レセプトの提出

・正しいか審査 （記載事項・診療行為の適否・医薬品の適否・医療材料の適否の確認）

↓ 診療翌々月の10日

・健康保険組合（保険者）などへ請求

↓ 診療翌々月の21日

・健康保険組合から支払われた医療費を保険医療機関へ支払い

    （社会保障診療報酬支払基金のホームページより）
    https://www.ssk.or.jp/aboutkikin/kohoshi/regardingkikin.html

社会保障診療報酬支払基金とは？ 22



2015年国民健康保険法等改正により、支払基金・国保連の共同委託で
オンライン資格確認等システムを構築
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社会保障審議会
医療保険部会

第108回資料2-1 
(2017/11/8)
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社会保障審議会
医療保険部会

第108回資料2-1 
(2017/11/8)
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